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開    会 

 

○笹瀬会長 よろしくお願いいたします。それでは、第１１３６回電波監理審

議会を開会いたします。 

 本日の議題は、お手元の資料のとおり諮問事項が８件と報告事項１件となっ

ております。 

 

諮問事項（総合通信基盤局） 

 

（１）無線局（基幹放送局を除く。）の開設の根本的基準等の一部を改正する省

令案（衛星コンステレーションによる携帯電話向け２ＧＨｚ帯非静止衛星通信

システムの導入に係る制度整備） 

（２）周波数割当計画の一部を変更する告示案（衛星コンステレーションによ

る携帯電話向け２ＧＨｚ帯非静止衛星通信システムの導入に係る制度整備） 

 

○笹瀬会長 それでは、早速議事を開始いたします。まず１件目、諮問第１７

号「無線局（基幹放送局を除く。）の開設の根本的基準等の一部を改正する省令

案（衛星コンステレーションによる携帯電話向け２ＧＨｚ帯非静止衛星通信シ

ステムの導入に係る制度整備）」につきまして、廣瀬基幹・衛星移動通信課長か

ら御説明いただきます。また、続いて諮問第１８号、これは同じく制度整備で

すね。「周波数割当計画の一部を変更する告示案（衛星コンステレーションによ

る携帯電話向け２ＧＨｚ帯非静止衛星通信システムの導入に係る制度整備）に

つきましては、中村電波政策課長から、それぞれ御説明をよろしくお願いいた

します。廣瀬課長からよろしくお願いします。 
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○廣瀬基幹・衛星移動通信課長 基幹・衛星移動通信課長の廣瀬でございます。

よろしくお願いいたします。 

 私からは、衛星コンステレーションによる携帯電話向け２ＧＨｚ帯非静止衛

星通信システムの導入に係る制度整備に関して御説明いたします。 

 資料１ページを御覧ください。諮問の概要の１行目にありますが、このシス

テムは、スマートフォン等の既存の携帯電話端末を用いて、衛星と直接通信を

行うものでございまして、衛星ダイレクト通信と呼んでおります。 

 ２の改正の概要のところにありますように、これを導入するために（１）か

ら（６）、具体的には無線局の開設の根本的基準、電波法施行規則、無線局免許

手続規則等、合計６つの省令を改正するものでございます。 

 ３の施行期日につきまして、答申をいただけた場合には速やかに改正をする

予定でございます。 

 ４の意見募集の結果につきまして、パブコメを１１月１１日まで実施してお

りまして、計５件の意見がございました。これに関して、適切な意見について

は反映してございます。 

 ４ページ以降で、案件の概略を御説明いたします。４ページを御覧ください。

まず検討の背景等でございますけれども、衛星コンステレーションというもの

の実用化が進んでおります。１つ目の丸ですけれども、近年、衛星コンステレ

ーションの実用化が進んでおりまして、地上系ネットワークを補完する存在と

して重要性が高まっているという状況です。 

 ２つ目の丸ですけれども、特に今回の諮問の対象システムのように、携帯電

話の周波数を使う衛星ダイレクト通信は、専用の端末がなくても衛星通信が可

能となりますので、離島、海上、山間部などで携帯電話のカバーを効率的にで

きるということ、また、自然災害時等の非常時においてそのままスマホが使え

るという意味で有用な通信手段となるというような性格のものでございます。 
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 ３つ目の丸ですけれども、これに関しまして、本年１０月に技術的条件に関

する一部答申を情報通信審議会からいただいたところでございます。 

 次のページ、５ページを御覧ください。衛星ダイレクト通信システムの構成

でございます。上の箱の１つ目のポツにありますように、携帯電話に割り当て

られた周波数をそのまま使うというものでございます。イメージの絵が下にあ

りますが、下の絵の一番下に、今現在の携帯電話無線の構成を示しています。

一番左にあります携帯電話端末が携帯電話用に割り当てられている周波数、い

わゆるＩＭＴ周波数を使用し、地上に設置された基地局との間で通信を行うこ

とになります。基地局の裏側にある事業者のコアネットワークを介して、通話

なら通話の相手先とつながるというような仕組みになってございます。 

 これに対して今回の衛星ダイレクトは、その上の絵ですけれども、携帯電話

端末が、ＩＭＴ周波数を使用し、人工衛星と直接通信を行うことになります。

この人工衛星を介して携帯電話事業者のコアネットワークとつながるというよ

うな仕組みでございます。 

 次のページを御覧ください。６ページですけれども、周波数の利用イメージ

でございます。先ほど、地上の携帯電話のシステムと衛星ダイレクトのシステ

ムは、同じＩＭＴ周波数を使うと御説明いたしましたが、その詳細を示してい

ます。この絵の一番上が現在の携帯電話の周波数の使い方になっております。

今回、技術的条件を検討いたしました２ＧＨｚ帯につきましては、事業者ごと

に２０ＭＨｚの帯域幅を割り当てられております。これに対しまして、下の絵

にありますように、今後、携帯電話と衛星ダイレクトが併存するといったよう

な場合には、この絵の一番下にありますように山間部等と書いてありますが、

２０ＭＨｚのうち５ＭＨｚ幅を衛星ダイレクト用に使うということにしており

ます。衛星ダイレクト用のエリアはセル単位で任意に設定できますので、下に

ありますように都市部においては衛星ダイレクトは使わず、山間部等において
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は衛星ダイレクトを使うといったように、地域の状況に応じて利用されること

が想定されております。 

 次の７ページを御覧ください。衛星ダイレクト通信を実現するための無線通

信業務、それから無線局の種別を説明してございます。下の絵の左側を御覧く

ださい。まず、無線通信業務につきましては、衛星業務ですので、携帯移動衛

星業務として規定することにしております。 

 その下を見ていただきますと、無線局の種別につきましては、当該システム

は、地上側の端末として３種類の端末があります。そのうちスマホのような携

帯電話端末及び小電力レピータについては携帯移動地球局として規定しまして、

レピータにつきましては地球局として規定してございます。 

 次の８ページを御覧ください。こういった衛星ダイレクトを実現するための

技術基準をどのように規定するのかを示してございます。上の箱の米印、ある

いは下の右側の赤字にありますように、今回の衛星ダイレクト通信では、既存

のスマホをそのまま使うという形態になっておりますので、基本的に技術基準

は、携帯電話、具体的にはシングルキャリアの周波数分割多元接続方式の携帯

電話と同一の技術基準になってございます。 

 ９ページを御覧ください。こちらが今、８ページまでの間に御説明いたしま

した諸所の条件、これを制度にどういう形で規定するかを一覧にしたものでご

ざいます。ここに示した省令告示等は全て諮問の対象です。 

 特徴的なところだけ御説明しますが、まず１つめの最初のポツですけれども、

衛星ダイレクト通信を行う無線局を開設できる者について、衛星ダイレクト通

信で使用予定の周波数と同一の周波数を使用する無線局を開設している者であ

ることという旨を規定してございます。そのほか開設に関する規定としては、

免許の有効期間等々、ここに記載のものを規定してございます。 

 ２つ目、無線局の運用に関する規定でございます。先ほどレピータに相当す
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るものを地球局と規定すると御説明しましたけれども、これに関するルールを

規定するというものでございます。 

 ３つ目、無線設備の技術基準に関する規定です。こちらにつきましては、衛

星ダイレクト通信を行う無線局の無線設備を特定無線設備の対象にするという

制度改正をいたしまして、それに必要な審査に関する規定を規定するというも

のでございます。 

 ４つ目、その他のところですけれども、利用状況調査の対象無線局に衛星ダ

イレクトに係る無線局を追加するというものでございまして、具体的には、携

帯電話の調査、評価とあわせて衛星ダイレクト通信の調査、評価を行うという

形で規定を追加しております。 

 次の１０ページは参考でございますけれども、今、御説明いたしましたもの

のほか、諮問対象以外の告示等も含めて、今回衛星ダイレクトを導入するため

に必要な制度改正の全体像を示したものでございます。 

 １１ページ、１２ページは告示を含めた全体像、１３ページから１６ページ

が、パブリックコメントの結果を示したものでございます。 

 こちらの説明は以上でございます。 

○笹瀬会長 中村課長、続けてお願いします。 

○中村電波政策課長 それでは、諮問の第１８号「周波数割当計画の一部を変

更する告示案」につきましても、併せて御説明をさせていただきます。 

 本件でございますが、先ほど説明がありました諮問第１７号と同様に、衛星

コンステレーションによる携帯電話向け２ＧＨｚ帯非静止衛星通信システムの

導入に関する規定の整備を行うものでございます。 

 資料の２ページ目、御覧をいただければと思います。現在でございますが、

周波数割当計画におきましては、２ＧＨｚ帯のところに移動業務が国内分配を

されているという状況でございまして、実際に地上の携帯電話サービスに利用
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をされてございます。今般、陸上を移動する無線局が人工衛星を通信の相手方

といたしまして、衛星ダイレクト通信のサービスを可能とするために、この２

ＧＨｚ帯で国内分配をされてございます移動業務に関しまして、陸上移動業務

に密接な関係を有する移動衛星業務にも使用することができるという旨の国内

脚注を規定するものでございます。実際にはこのページの一番下にございます

が、Ｊ１３７Ａ、Ｊ１３７Ｂというような脚注、これを付すというものでござ

います。 

 なお、衛星ダイレクト通信を想定いたしました２ＧＨｚ帯への移動衛星業務

の国際分配に関しましては、ＷＲＣ－２７において、国際的には議論がされる

予定でございます。それに先立ち、今回、日本国内で移動衛星業務にも独自に

分配するものでございますので、無線通信規則に定める周波数分配表に従って

運用する局に対して有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護

を要求してはならないという旨の条件も、併せてこの脚注の中で付すこととし

ているものでございます。ＷＲＣ－２７の議論の結果によりましては、必要に

応じて改めて、この周波数割当計画の見直しということも必要になってくると

考えているところでございます。 

 恐縮ですが１ページ目にお戻りをいただきまして、３番、施行期日につきま

しては、答申をいただけましたら速やかに施行したいと考えてございます。 

 また、４番、意見募集につきましても、先ほどの諮問第１７号と同時期に意

見募集を行いまして、この周波数割当計画の一部変更に関しましては、特段御

意見をいただいてないというところでございます。 

 なお、若干テクニカルな話になりますが、周波数割当計画につきましては、

前回御説明をさせていただきましたが、ＷＲＣ－２３の結果を踏まえまして、

大きく中身を見直すという予定でございます。変更の内容は非常に多岐にわた

りますので、現行の周波数割当計画につきましては、今年の１２月３１日をも
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って廃止をいたしまして、新しい周波数割当計画につきましては、来年の１月

１日から施行するということでございます。また、この新しい周波数割当計画、

１月１日からの施行ですが、１２月中旬には公布される予定でございます。こ

の衛星ダイレクト通信サービスにつきましては、国内では年内にも開始の可能

性があるというようなことでございまして、衛星ダイレクト通信サービスを速

やかに導入するためにも、年内にまず、現行の周波数割当計画を一部変更する

とともに、来年１月１日に施行される予定の新しい周波数割当計画につきまし

ても、年内に公布された後、一部変更を行うということで、現行の周波数割当

計画と次の周波数割当計画と両方一部変更を行うということで、速やかな衛星

ダイレクト通信の導入を図っていきたいという予定でございます。 

 以上、諮問第１８号の御説明でございます。よろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、御質問、御意見等よ

ろしくお願いいたします。大久保代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 趣旨、賛同いたします。 

 １点だけ確認です。災害対策等という非常に重要な目的があるということは、

国内で現在、携帯電話サービスを提供している事業者は、基本的には全社こち

らのサービスをこれから提供するということが想定されているのでしょうか。

特に山間部とか、自然災害等への対応というのは喫緊の課題だと思いますけれ

ども、その辺りどういうような想定なのか教えていただければと思います。 

○廣瀬基幹・衛星移動通信課長 まず結論から申し上げますと、本件を具体的

に利用したいとして、手を挙げようとしているのは、国内の事業者のうちＫＤ

ＤＩです。衛星ダイレクト通信の動きが活発になりつつあり、今回のシステム

は非静止衛星を利用したものですけれども、静止衛星を使ったものも存在して

おり、色々な手段が実現し始めているという状況にありますので、その他の事

業者につきましても、これから、どういうシステムを使って、どういう内容の
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サービスを提供していくのかを検討していくことになるのではないかと考えて

います。 

○大久保代理 分かりました。ありがとうございます。事業者にとってみると、

こういうことを差別化で何かビジネスにしていこうということは、積極的には

考えないと思うんですけれども、やはり現下の状況で様々な自然災害が起こっ

ている状況からすると、１つの大きなメリットにはなると考えております。 

 分かりました。ありがとうございました。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 特にありません。 

○笹瀬会長 矢嶋委員はいかがでしょうか。 

○矢嶋委員 御説明ありがとうございます。衛星ダイレクトの導入については

私も趣旨に賛同いたすものですが、情報通信審議会において、何かこのシステ

ムの導入に当たって懸念される指摘とか検討といったものはなかったという理

解でよろしいでしょうか。 

○廣瀬基幹・衛星移動通信課長 はい。情報通信審議会では、これ自体、この

サービスを導入するに当たって特に一番議論があったのは、既存のシステムと

の周波数の共用に関してです。関係者で議論を尽くした結果、関係者間でしっ

かり協議をする等の一定の条件の上では導入できるという結論に至ったもので

ございます。 

○矢嶋委員 御説明ありがとうございます。 

 あと、細かい点で恐縮なんですけれども、パブコメで１の２で指摘されたと

ころで、帯域外領域の離調周波数について、送信周波数帯域と測定帯域の中心

波数の差ではなくて端の差とすることが適切ということで、ここは修正をする

ということを伺いました。これは、誤記ということでなくて技術的な指摘とい
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う理解ですが、この点は情報通信審議会の確認ないし検討はしていただいた上

で修正するという御判断になっているという理解でよいでしょうか。 

○鮫島補佐  

 御指摘の点は情報通信審議会の検討の範囲内に収まる問題でございますので

特に改めての検討はしていません。答申の範囲内での修正という形でございま

す。 

○矢嶋委員 分かりました。ありがとうございます。 

○笹瀬会長 林委員、いかがでしょうか。 

○林委員 諮問に賛同いたします。 

○笹瀬会長 それでは、私から１点だけ。これは、ＫＤＤＩが使う、スターリ

ンクを使ったものと思いますけれども、例えば違う周波数を使うような同様な

人が出てきた場合に関しては、また別途話をすると。先ほど中村課長おっしゃ

ったように、今周波数割当ても変わるということで、それはどういう範囲はこ

れがそのまま適用で、どういう場合が新しくもう１回やり直さなきゃいけない

という、何か大きなポリシーってあるんでしょうか。 

○廣瀬基幹・衛星移動通信課長 基本的には６ページにありますように、これ

は２ＧＨｚ帯のバンドを使う場合における技術的な条件ということで導入した

ものでございます。他の周波数を使うということであれば、また当該周波数を

国内あるいは衛星で使っている人たちと共用できるかということを検討した上

で判断することになると考えます。ただ、ここの技術基準以外のところ、例え

ばどういう局種にするかとか、どういう人が免許申請できるかとか、そういっ

たことは基本的には踏襲されると考えております。 

○笹瀬会長 あともう１点お聞きしたいのは、今使っているスターリンクとい

うのは衛星ダイレクト通信ではなくて、レピータの基地局を通してやっている

ものですよね。一方、これは直接つなげるという話なんですけど、ここに書い
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てあるのは山間部等に限定しているんですが、例えば非常用の場合とかに関し

ては、ある期間だけとかある場所だけに関して、そういう直接ダイレクト通信

ができるような、そういうふうなことを切り替えることも想定されているので

しょうか。 

○廣瀬基幹・衛星移動通信課長 そうですね、この６ページは一例としており

ます。今、御質問のあった、任意にオン・オフできるのかということに関して

は、スターリンクの衛星のビームというのが地球上をカバーすることになって

いるはずですので、直ちにというわけではないとは思いますけれども、比較的

速やかにそれは可能だと考えられます。 

○笹瀬会長 これは衛星コンステレーションですから、スポットが外れても上

のほうではリンクでつながっているので、原理的にはどこでも送れるはずです

よね。そういうことに関しては、そういう何か災害とかあった場合に関しては、

直接つながるようなシステムができる可能性があるという理解でよろしいです

ね。 

○廣瀬基幹・衛星移動通信課長 そうですね、その可能性はあると認識してい

ます。 

○笹瀬会長 これ、多分一般の方がちょっと誤解しているのは、今まで使って

いた衛星と、レピータとか置いて大きな基地局でつなげている、震災であった

ものと、これとは違いますよね。 

○廣瀬基幹・衛星移動通信課長 はい。 

○笹瀬会長 そこのところは多分誤解されると、これがあると、極端に言うと、

ＫＤＤＩの携帯を持っている方だけ救われて、あとは救われないような勘違い

することが起こる可能性があると思うので、ＫＤＤＩの携帯を持っている方だ

けが非常用の場合に助かりやすくなるような誤解を持たないようにしたほうが

いいかもしれないですね。 
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だからそこは何か極端に言うと、臨時の場合だけはＫＤＤＩの周波数帯だけれ

ども、使えるような仕組みがあるようなことがあったほうが望ましいかなと思

ったんですけれども、それはまだ今回は入ってないと。 

○廣瀬基幹・衛星移動通信課長 現時点においてはそのような仕組みは入って

おりません。 

○笹瀬会長 分かりました。どうもありがとうございます。よろしいでしょう

か。 

 それでは、諮問第１７号と諮問第１８号に関しては、それぞれ諮問のとおり

改正、変更することが適当であるという旨の答申を行いたいと思います。どう

もありがとうございました。 

 

（３）電波法施行令規則の一部を改正する省令案（４００ＭＨｚ帯広帯域デジ

タル船上通信設備の導入等に係る制度整備） 

（４）周波数割当計画の一部を変更する告示案（４００ＭＨｚ帯広帯域デジタ

ル船上通信設備の導入等に係る制度整備） 

 

○笹瀬会長 それでは、続きまして、今度は諮問の第１５号の「電波法施行令

規則の一部を改正する省令案（４００ＭＨｚ帯広帯域デジタル船上通信設備の

導入等に係る制度整備）」につきまして、これも廣瀬基幹・衛星移動通信課長か

ら、それから続いて諮問第１６号「周波数割当計画の一部を変更する告示案（４

００ＭＨｚ帯広帯域デジタル船上通信設備の導入等に係る制度整備）」、これも

中村電波政策課長のほうから、それぞれ説明をよろしくお願いいたします。 

○廣瀬基幹・衛星移動通信課長 では、引き続きまして、電波法施行規則等の

一部を改正する省令案（４００ＭＨｚ帯の広帯域デジタル船上通信設備の導入

等に係る制度整備）について御説明いたします。 
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 １ページの１の諮問の概要のところにありますように、本件、３つの内容が

含まれております。１つ目が、黒墨括弧で示しておりますところの４００ＭＨ

ｚ帯の広帯域デジタル船上通信設備の導入、２つ目が、９ＧＨｚ帯小型船舶用

固体素子レーダーの導入、３つ目が、義務船舶局に設置しなければならない機

器からのＮＢＤＰの削除等でございます。 

 改正の内容といたしましては、まず４００ＭＨｚ帯のところに関しては、無

線設備規則等の一部を改正するというもの、（２）の９ＧＨｚ帯の小型船舶用固

体素子レーダーにつきましては、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する

規則を改正するもの、３つ目の義務船舶局に設置しなければならない機器から

のＮＢＤＰの削除等につきましては電波法施行規則、無線局運用規則、無線設

備規則、無線機器型式検定規則を改正するものとなっております。 

 ３の施行期日につきましては、令和７年１月１日の施行を予定しており、答

申いただけましたら、この日に施行することを想定してございます。 

 ４の意見募集の結果ですけれども、２２日、先週の金曜日までパブリックコ

メントに付しておりまして、意見が５件ありました。この５件の意見を踏まえ

て、適切なものについては省令案に反映してございます。 

 概要を説明いたします。４ページを御覧ください。まず、４００ＭＨｚ帯の

広帯域デジタル船上通信設備の導入でございます。そもそも船上通信設備とは

何か、というのが右の上のほうに書いてございますけれども、ハンディ型の、

見た目がトランシーバーみたいなもので、船舶内での通信、あるいは船舶と港

湾、港湾にいる人との通信とか、こういった船舶に関する近くの通信をハンデ

ィ型で行うというものでございます。 

 左側、背景のところを御覧いただきたいんですけれども、背景の丸の１つ目

の横棒ですが、平成２９年にＲＲの改正を受けまして、チャンネル間隔、６.２

５ｋＨｚと１２.５ｋＨｚの２つの技術的条件を検討いたしました。これを踏
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まえて、平成３０年に６.２５ｋＨｚのシステムについて制度化したものでご

ざいます。 

 ２つ目の丸ですが、近年、チャンネル間隔１２.５ｋＨｚのものが海外製を中

心に市場に投入されているという事実がございます。これらを踏まえまして、

２の改正内容の最初の丸にございますとおり、今回の改正としては、チャンネ

ル間隔１２.５ｋＨｚの設備によりまして、無線局を開設できるように対応す

るというものでございます。具体的にはその下のポツにありますように、無線

設備規則を改正いたしまして、関係の技術基準を追加するというものでござい

ます。 

 ６ページを御覧いただければと思います。具体的には、この６ページにあり

ます網かけの赤っぽい色がついたところ、こちらの規定を追加するというもの

でございます。 

 次に、７ページ、２つ目の案件、９ＧＨｚ帯の小型船舶用固体素子レーダー

の技術基準の策定でございます。小型船舶用のレーダーとは何かということで

ございますが、名前のとおり小型の船舶に設置して、レーダーとして周辺の船

舶とか、障害物を探知するというものでございます。このような性格のもので

すので、レーダーの設置が促進されれば、小型船舶の航行の安全性が向上する

といった性格のものでございます。 

 １の背景の真ん中ほどの絵のところを見ていただきたいんですけれども、現

在９ＧＨｚ帯の小型船舶用レーダー、こちらは大きくマグネトロンレーダーと

固体素子レーダー、２つの種類のものが技術基準として策定されております。

そのうち固体素子レーダーというのが電波をつくるのに半導体を使うというも

のでございますが、固体素子レーダーには大きく２つの種類がありまして、Ｆ

Ｍ／ＣＷ方式、小電力でＦＭ波をずっと出して、それの反射の変動を見て障害

物を探知するというものと、パルス圧縮方式という、ＦＭ／ＣＷ方式と比べれ
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ば相対的に大きな電力でパルスを出して、その反射波を見るという２つの方式

があるわけでございますが、現在の技術基準が空中線電力２００ｍＷ以下とい

うふうに規定されておりまして、これはＦＭ／ＣＷ方式を前提としたものとな

っております。したがいまして、この空中線電力ではパルス圧縮方式を実現で

きないという課題がございます。 

 そのため、２の改正内容にありますけれども、今回、９ＧＨｚ帯の小型船舶

用固体素子レーダーが導入できるようにするために、必要な改正を行うという

ものでございます。具体的には、技術基準適合証明の対象設備に当該設備を加

えるというものでございます。 

 ２つ目のポツにあります技術基準につきましては、このような小型のレーダ

ーに関しましては、既存の省令で技術基準の策定が告示に委任されております

ので、告示で対応するということになってございます。 

 次の８ページを御覧ください。最後の義務船舶局に設置しなければならない

機器からのＮＢＤＰ（狭帯域直接印刷電信装置）の削除等でございます。ＮＢ

ＤＰとは何かというのが右上のほうに書いてございます。写真でございますけ

れども、ＮＢＤＰというのは船に設置しまして、指定された周波数で常に受信

状態になっておりまして、指定された周波数を受けると、気象情報とか、海域

情報などが送られてきて、それが自動的に印字される、あるいはパソコンの画

面のようなものに表示されるというようなシステムでございます。 

 こちらにつきましては、左側の背景の（１）を御覧いただければと思います

が、２０２４年１月に発効いたしましたＳＯＬＡＳ条約におきまして、ＧＭＤ

ＳＳの搭載要件からＮＢＤＰが削除されたということがございます。ＧＭＤＳ

Ｓというのは海上における遭難及び安全に関する世界的な制度でして、船には

こういう機器をつけなさいという義務が課されているわけですが、そこからＮ

ＢＤＰが削除されたということでございます。 
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 （２）を御覧いただきますと、ＷＲＣ－２３によるＲＲの改正、昨年の１２

月にＷＲＣ－２３が行われまして、ＳＯＬＡＳ条約でＮＢＤＰの搭載要件が削

除されたということを受けまして、ＲＲからもＮＢＤＰ用に分配されていた遭

難・緊急・安全用の周波数が削除されるということになりました。 

 ２の改正内容ですが、こうした国際的な動きを受けまして、国内におきまし

てもＮＢＤＰに関する規定の削除等を行うというのが今回の措置でございます。

典型的には、義務船舶局に設置しなければならない機器からのＮＢＤＰの削除、

短波帯の無線設備の搭載要件の変更、そのほか下に６個ポツがありますけれど

も、いずれもＮＢＤＰに関する規定を削除していくというものでございます。 

 こちらは以上でございます。 

○中村電波政策課長 それでは、続きまして、諮問の第１６号「周波数割当計

画の一部を変更する告示案」につきましても御説明をさせていただきます。 

 本件につきましても、先ほどの諮問第１５号と同様に４００ＭＨｚ帯の広帯

域デジタル船上通信設備の導入等に係る規定の整備を行うというものでござい

ます。 

 ２ページ目、御覧をいただければと思います。周波数割当計画の中で、船上

通信設備の周波数を規定してございます、別表３－５というのがございます。

２ページ目の一番下のところにございますが、この中で広帯域デジタル船上通

信設備の周波数でございます１２.５ｋＨｚ間隔の１０波を新たに追加すると

いう見直しを予定してございます。 

 また、その上のところになりますが、遭難・緊急・安全通信用の周波数から、

先ほどございましたＮＢＤＰ、船舶の狭帯域直接印刷電信用という部分の文言、

これを削除するという規定の整備を行うものでございます。 

 資料の１ページ目へお戻りをいただきまして、３番、施行期日のところでご

ざいますが、これは答申をいただきましたら速やかに周波数割当計画を公布い
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たしまして、令和７年１月１日に施行をする予定でございます。 

 ４番、意見募集結果のところでございます。これにつきましても、先ほどの

諮問第１５号と同時に意見募集を行いまして、周波数割当計画に関しましては、

全国船舶無線協会様から御意見をいただいてございます。もともとこの意見募

集の際にお示しをした告示案におきましては、通常どおりといいますか、施行

期日に関しましては、特段規定してなかったところでございます。つまり、公

布即施行というイメージでございましたが、先ほどの改正省令の施行期日に合

わせて、令和７年１月１日を施行期日とするのが適当ではないかというような

御意見を頂戴したところでございます。これにつきましては非常にロジカルな

御意見でございますので、こういった御意見も踏まえまして、施行期日に関し

ましては、令和７年１月１日と明記することとしたいと考えてございます。 

 なお周波数割当計画に関しましては、先ほども申し上げましたが、ＷＲＣ－

２３の結果を踏まえまして、現行の周波数割当計画については今年いっぱいで

廃止、新しい周波数割当計画は来年の１月１日から施行するということにして

ございます。今回の一部変更案に関しましては、新しい周波数割当計画、１２

月中旬頃公布をされる予定でございますが、この新しい周波数割当計画を一部

変更いたしまして、令和７年１月１日に施行するというものでございます。 

 以上が、諮問第１６号の御説明でございます。よろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、御質問、御意見等よ

ろしくお願いいたします。何かございますでしょうか。よろしいですか。 

 私から１点だけ。狭帯域直接印刷電信装置に関しては、今回の削除に関して

は、あくまで遭難とか緊急とか安全用の周波数だけを削除するということで、

このシステム自体はまだほかの気象とか何か使っているんですね。 

○廣瀬基幹・衛星移動通信課長 御理解のとおりです。 

○笹瀬会長 そうすると今回は周波数はカットするけれども、システムとして
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はまだ残っていると。 

○廣瀬基幹・衛星移動通信課長 はい。システムとしては残存していて、それ

を使うことができる海域もあるということでございます。 

○笹瀬会長 分かりました。よろしいでしょうか。 

 それでは、どうもありがとうございました。諮問第１５号及び第１６号に関

しましては、それぞれ諮問のとおり改正することが適当であるという旨の答申

を行いたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

（５）電波法施行規則の一部を改正する省令案（搬送ロボット用ワイヤレス電

力伝送システムの導入等のための制度整備） 

 

○笹瀬会長 それでは、続きまして、諮問の第１９号「電波法施行規則等の一

部を改正する省令案（搬送ロボット用ワイヤレス電力伝送システムの導入等の

ための制度整備）」につきまして、武藤電波環境課長から御説明よろしくお願い

いたします。 

○武藤電波環境課長 電波環境課長の武藤と申します。よろしくお願いいたし

ます。私のほうからは、諮問第１９号「電波法施行規則等の一部を改正する省

令案（搬送ロボット用ワイヤレス電力伝送システム導入等）」につきまして御説

明させていただきます。 

 まず、１の諮問の概要ですけれども、詳細につきましては後ほどポンチ絵の

ほうで御説明いたしますけれども、大きく２件で構成されてございます。１点

目が搬送ロボット用ワイヤレス電力伝送システムの導入に関しまして、本年６

月に情報通信審議会におきまして技術的条件について答申されたことを踏まえ、

その制度化のため、電波法施行規則の一部を改正するものでございます。あわ

せまして２点目につきましては、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムのう
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ち、２.４ＧＨｚ帯及び５.７ＧＨｚ帯につきまして、特定無線設備に追加等を

するため、無線設備規則及び証明規則の一部を改正するものでございます。 

 ２の改正概要でございますが、必要的諮問事項とさせていただいているもの

は太字のゴシック体でございまして、その他は参考でございます。後ほど詳し

く説明いたしますが、電波法施行規則、無線設備規則、証明規則等を改正する

ものでございます。 

 おめくりいただきまして、３の施行期日でございますが、答申をいただきま

した場合には速やかに改正の上、公布日に施行を予定してございます。 

 ４の意見募集の結果でございますけれども、令和６年１０月１６日から１１

月１４日まで実施したところ、１１件の意見の提出がございました。 

 おめくりいただきましてページの３でございますが、１点目の搬送ロボット

用ワイヤレス電力伝送システムの導入についてでございます。背景といたしま

しては、搬送ロボット用ワイヤレス電力伝送システムというのは、６.７ＭＨｚ

帯を用いた電界結合方式で電力を伝送するシステムとなってございまして、有

線で接続することなく、工場や物流拠点で使用される搬送ロボットに無線で給

電を行うといったシステムでございます。昨今の労働人口の減少であるとか、

物流業界の逼迫といった課題に対しまして、自動搬送車（ＡＧＶ）やロボット

の活用が不可欠となってきていることから、本件はロボットを停止させず、走

行中の給電を可能とするものでございまして、これにより２４時間の連続稼働

を可能とすることとして、生産性の維持・向上が期待されるものでございます。

先般、情報通信審議会から技術的条件に係る答申を受けまして、今般、型式指

定の対象として制度整備を行うものでございます。 

 中央の図にありますとおり、床に敷かれました送電電極のレールから非接触

で、搬送用ロボットにある受電電極に送電を行うといったシステムを想定して

ございます。主な仕様につきましては右下に記載のとおりでございますが、工
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場、物流拠点等の管理環境下での使用を想定しまして、送電電力は最大４ｋＷ、

電力伝送距離は３０ｍｍ以内としてございます。おめくりください。 

 ページ４でございますが、制度整備の概要ですけれども、電波法施行規則に

おきまして、高周波利用設備の許可を要しないものとして、型式指定の対象に

今回の搬送ロボット用ワイヤレス電力伝送システムを追加するものでございま

す。 

 また、２番目としまして、型式指定の申請及び変更申請の対象に同システム

を追加するほか、システムの技術基準等を規定するものでございます。 

 その他、参考ですけれども、下段にありますように、関連する告示といたし

まして、様式であるとか測定方法、また人体防護に関する許容値等について追

加をする改正を実施する予定としてございます。 

 次のページをお願いいたします。５ページ目でございますけれども、妨害波

の許容値につきましてグラフで示したものでございます。これらを電波法施行

規則第４６条の２の技術基準に具体的に規定してございます。 

 おめくりいただきまして６ページ目でございますが、詳細になりますので御

参考ということですけれども、告示のほうにおきまして、こういった測定方法

につきまして具体的に記載をしてございます。今回は詳細に当たるので御参考

とさせていただきます。 

 おめくりいただきまして、ページの７でございます。２.４ＧＨｚ帯及び５.

７ＧＨｚ帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの特定無線設備への追加に

ついてでございます。 

 概要についてですけれども、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムという

のは、５～１０メートルの距離を電波の送受信により電力伝送するものでござ

いまして、令和４年５月に９２０ＭＨｚ帯、２.４ＧＨｚ帯、５.７ＧＨｚ帯の

３つの周波数帯域において既に制度整備が行われたものでございます。従来９
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２０ＭＨｚ帯につきましては、技術基準適合証明の対象であります特定無線設

備としてございましたけれども、今般２.４ＧＨｚ帯及び５.７ＧＨｚ帯の機器

について、これまで対象外であったものを負担軽減であるとか普及促進の観点

から、技術基準適合証明の対象機器とするため、証明規則を改正し、特定無線

設備に追加をするものでございます。 

 下段の改正内容でございますけれども、特定無線設備の技術基準適合証明等

に関する規則、いわゆる証明規則につきまして、２.４、５.７ＧＨｚ帯を使用

する機器を特定無線設備の対象に追加するといったものでございます。その他、

技術基準適合証明のための試験項目の追加等を行う。また、無線設備規則につ

きまして、技術的条件を踏まえて所要の改正をするものでございます。 

 １ページおめくりください。８ページ目でございますけれども、参考でござ

いますけれども、１点目に御紹介したものが左側の下にあります近接結合型ワ

イヤレス電力伝送システムとしまして、電波法で高周波利用設備として整理さ

れているものでございまして、家電製品であるとか電気自動車等において給電

のため使用されるものでございます。 

 ２点目の空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムというのが構内無線局とし

て制度化されているものでございまして、右側にありますように電波を用いて

数メートルの電力伝送をするシステムとなってございます。 

 次の９ページ目でございますが、これも御参考ですけれども、１点目のシス

テムが右から２番目の電界結合方式というものでございまして、２番目のもの

が一番右にある電波受信方式という無線局で電力を送るものとなってございま

す。 

 次に、最後に１０ページ目以降のパブコメでございますけれども、１０月１

６日から１１月１４日まで実施をいたしまして、計１１件の提出がございまし

たが、内容が適切なものにつきましては反映してございます。 
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 修正したところだけ簡単に御紹介しますと、左側の番号にあります３番と５

番と９番につきましては修辞上のミスその他につきまして、適切なものを反映

いたしております。６番と１１番目につきましても、指摘につきまして、その

とおり反映をしてございます。 

 私のほうからは以上でございます。どうぞ御審議のほどよろしくお願いいた

します。ありがとうございます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、何か御質問ございま

すでしょうか。よろしいでしょうか。 

○長田委員 大丈夫です。 

○笹瀬会長 よろしいでしょうか。 

 私から１点だけ。今回は、電界結合方式に限定されているんですよね。それ

は何か理由があるんでしょうか。 

○今泉監視官 電波環境課、今泉と申します。御回答させていただきます。 

 今般要望されている電界結合型と、大きく分けて磁界結合型と２つの方式が

ワイヤレス電力伝送ございますが、今回要求されているのは、ＡＧＶのような

工場であるとか物流拠点で動くロボットに対して連続的に給電できるものを要

望されているというところでございまして、それができるのは今のところ電界

結合型でしかできないというところでございますので、それを前提に、情報通

信審議会でも技術基準を御審議いただいたところでございます。 

○笹瀬会長 そうすると、メリットとすればずっと連続的に給電ができるとい

うことですが、逆に言うとちょっと心配なのは、ショートしたら物すごく危な

いですよね。そういう面ではちゃんと環境を整備した、そういうあるクローズ

した場所で人がなるべく入らない、それから、ショートするようなものが起こ

らないような場所限定ということでうまく使うシステムという理解でよろしい

ですね。 
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○今泉監視官 そのとおりでございます。 

○笹瀬会長 分かりました。どうもありがとうございました。 

 ほかに質問ございますか。よろしいでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、ただいまの件に関しましても、諮問第１９号に関しましては、諮

問のとおり改正することが適当であるという旨の答申を行います。どうもあり

がとうございました。 

 

（６）電波法施行規則の一部を改正する省令案（技適未取得機器特例制度への

対象システム及び帯域の追加） 

 

○笹瀬会長 それでは、続きまして、諮問第２０号「電波法施行規則の一部を

改正する省令案(技適未取得機器特例制度への対象システム及び帯域の追加)」

に関しまして、小倉基幹通信室長から御説明よろしくお願いします。 

○小倉基幹通信室長 よろしくお願いいたします。基幹通信室の小倉でござい

ます。 

 それでは、諮問第２０号「技適未取得機器特例制度への対象システム及び帯

域の追加」について御説明をいたします。 

 まず、資料１ページ、諮問の概要でございますけれども、海外から持ち込ま

れる無線設備、または実験等に用いる無線設備につきまして、電波法上、我が

国の技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合には、それ

ぞれ９０日、１８０日と期間を限定して国内に持込み可能としておりますけれ

ども、今般、事業者等から、特例制度への対象システム及び帯域の追加の要望

がございました。 

 改正概要にございますけれども、訪日外国人等が持ち込む場合が９０日の期

間を限定しており、こちらの持ち込む端末に関する対象システムの追加につき
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まして、電波法施行規則第６条の２の３で定めることとしております。 

 それから、最先端の無線設備を用いた実験等の場合、こちらは１８０日の期

間を限定しており、こちらの特例の帯域の追加につきまして、同じく電波法施

行規則第６条の２の４で定めるということとしております。 

 施行期日ですが、年内改正、公布日の施行を予定しておりまして、意見募集

の結果、後ほど触れさせていただきますが、計９件の御意見をいただいたとこ

ろでございます。 

 それでは、詳細は２ページ以降で御説明をいたします。まず、海外持込み端

末の特例制度でございますが、２０１５年に訪日外国人等が我が国滞在中のＷ

ｉ－Ｆｉ等の無線設備を利用したいという要望を受けて制定されまして、我が

国の技適を得ていなくても９０日以内に限り使用可能というふうな特例でござ

います。 

 また、実験等無線局の特例制度でございますけれども、規格の国際標準化で

すとか、部品の共通化が図られているようなＷｉ－Ｆｉ等の規格を用いたスマ

ホ、こういったものの無線設備について、国内での実験等に利用したいという

事業者からの要望を受けまして２０１９年に制定されたものでございます。こ

ちらの場合は技適がなくても、総務大臣に届出した上であれば１８０日以内に

限り使用可能というものでございます。 

 それぞれ９０日の特例について対象システムの追加、１８０日の特例につい

て、帯域の追加に関する要望があり見直すものでございます。このシステムの

追加に当たりましては、そうした要望に加えまして、国際的な技術基準ですと

か、我が国における技術基準が規定されているものであること、それから、使

用される機器が各国の法令に基づいて認証を受けているものに限って追加をす

るかたちにしております。 

 ３ページでございますけれども、９０日の特例制度への対象システムの追加
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につきましては、従前から２.４ＧＨｚ、５ＧＨｚ、６ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮ等

が対象であったところでございますが、事業者から、海外で通常使用されてい

る機器をそのまま日本に持ち込む可能性があるということから、こちらの資料

にあります、下に書いてございますが４つの機器システムを追加すべきという

ような要望を受けました。その後、総務省といたしましても、業界団体ですと

か通信機器メーカー等に国内外の規格の状況ですとか、国内の流通、普及の状

況などを確認し、特例の対象として追加するということとしたものでございま

す。 

 続きまして、４ページでございますが、今回追加する４つのシステムの概要

でございます。上から６０ＧＨｚ帯移動体検知センサーでございます。数セン

チ単位の高精度なセンシングを行うというものでございまして、レーダー技術

で人体の動きを感知して、ジェスチャー等で機器を操作できるというような技

術になってございます。それから、Ｔｈｒｅａｄ通信規格でございますけれど

も、こちらは２.４ＧＨｚ帯を利用したインターネットにつながるＩＰ通信を

用いて利用するものでございますが、家電に本規格のチップを搭載して、ネッ

トワークで家電同士をつなげることで、遠隔操作等が家の中で可能となるとい

うシステムでございます。それから、６０ＧＨｚ帯小電力データ通信システム

に関しては、ギガビット級の超高速データ通信を行うということで、例えば右

の絵にもあるように、スマートウォッチ等の故障診断ですとかＯＳのアップデ

ートに使用できるというシステムでございます。最後の超広帯域無線システム

（ＵＷＢ）ですが、広い周波数帯域にわたって電波を送受信して、例えば、右

の絵にあるような、かばんにつけた紛失防止タグなどをつけてスマホで位置検

知が可能となると、こういうようなシステムでございます。 

 いずれも訪日外国人等が我が国に持ち込むということが想定されるものです

が、我が国で販売されているスマートフォンなどでは、既に登載されて使用さ
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れているものでございまして、海外製のものは我が国の技適を取得しないまま

持ち込むという形になりますので、技適を取得をしてないということで、その

期間、一時的なものに限って特例の対象とする規定の仕方をしたいというもの

でございます。 

 ５ページ、電波法の規定、右側にございます、用途、周波数その他の条件を

勘案して総務省令で定めるという規定に則して、今回赤字になるような３つの

システムを省令において追加して改正するということでございます。なお、Ｔ

ｈｒｅａｄの通信規格につきましては、既に２.４ＧＨｚ帯無線ＬＡＮの技術

基準にのっとったものでございますので、省令までは改正不要ですが、今回、

告示で位置づけを明確にするという改正を実施したいと考えているところでご

ざいます。 

 続いて６ページでございますが、こちらが１８０日の特例でございまして、

２.４ＧＨｚ帯、５ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮ等を対象としております。昨年の１２

月に、６ＧＨｚ帯無線ＬＡＮを導入する省令改正の際に、９０日特例のほうに

は６ＧＨｚ帯を追加して、昨年電監審でも御審議いただいたところですが、１

８０日につきましては、米国の技術基準がその当時一部定められていなかった

ことですとか、我が国での帯域を使用した機器による実験等のニーズの有無に

ついて事業者等にヒアリングなども必要ということでしたので、少しお時間を

いただいて、今般、本特例の対象に６ＧＨｚ帯無線ＬＡＮを追加するものでご

ざいます。 

 ７ページには、この特例に係る帯域の追加について、赤字で改正箇所を示し

ているものでございます。 

 それ以降、８ページ、９ページは御参考でございますが、告示の改正内容で

ございます。 

 １０ページ以降につきましては、パブコメの結果でございます。関連団体等
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から賛同の御意見をいただいているところと、あとその他個人の方から幾つか

御意見いただいて、計９件ございまして、特に改正案の修正等はございません。 

 それ以降、参考資料でございます。 

 説明は以上でございます。何とぞ御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、何か御質問ございま

すでしょうか。 

○大久保代理 本件改正については賛同いたします。当然こういうものは、こ

れからも海外からのインバウンドを含めて、日本に来る方が非常に多くなって

くる中で、同じような様々な課題が出てくると思います。利便性と安全性のバ

ランスの問題だと思いますので、こういう形で利便性を向上させたときに、何

か問題が起こるとか、障害が起こるとか、そういうところについてのフォロー・

検知も改めて反対側ではやっておかないといけないと思いますので、ぜひお願

いしたい。直接的に関係はないが、日本の企業でも、ある特定国への出張等で

相当厳しく通信機器の持込みの規制を社内的にやられている企業が非常に多く

なっていますので、こういう部分の通信の安全性等については、これからも留

意して進めていっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○小倉基幹通信室長 ありがとうございます。御指摘いただいたとおり、この

特例制度自体がやはり海外の、当時２０１５年ですけれども、今後、インバウ

ンドがものすごく増えてくるだろうということを前提にして特例制度としてつ

くられておりまして、利便性の確保という意味と、おっしゃっていただいたよ

うに安全性の問題という意味で言いますと、この特例制度自体の対象とする機

器自体が、先ほどの資料の中にもございましたが、帯域をある程度定めている、

例えば資料の３ページでございますけれども、５ＧＨｚ帯、６ＧＨｚ帯とかあ

る程度影響の少ないものに対して特例の対象とするということで、それ以外の
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ものに関しましては、例えば、我が国の電気通信事業者のコントロールに置か

れないようなものに関しては特例の対象にはならないというようなものにもな

っております。特に訪日外国人が持ち込むものに関してはそういったものにし

ていく必要があるということで、フォローという意味で言いますと、やはり我々

も電波法でしっかりそういったものを、例えば無線局が違法であったりとか、

そういうものを報告受けて、それに対して改善措置を求めたりとか、登録して

いないものは罰則かけて対応する、そういった法律上の事後措置規定というの

はございますので、そういったところの運用というのは、我々もしっかりこれ

からもやっていきたいと思いますし、こういう制度が我が国においてはあるん

だよということをしっかり周知をしていきたいというふうに考えてございます。 

○笹瀬会長 よろしいでしょうか。 

○大久保代理 はい。 

○笹瀬会長 ほかにございますか。 

○林委員 先ほどの大久保会長代理の話の繰り返しなんですけど、いくらイン

バウンド振興とはいえ、その目的であれば、海外からの持込み端末をそのまま

利用している旅行者が、日本の技術基準だとか技適制度をちゃんと理解せずに、

あるいは日本の制度に配慮しようとせずに、海外の技適を取っている端末であ

ればそれをそのまま日本に持ち込んでもいいんだというように、単にそういっ

た形だけで理解されてしまうと、日本の技適制度の軽視につながるおそれがあ

ります。そういったことのないように、特例は特例として観光振興等の観点か

ら大事だけれども、一方でいくら観光客とはいえ、先ほど大久保会長代理の話

にあったように、出張でも非常に厳しく考えているということですので、観光

客等に日本の制度もちゃんと理解してもらうような、こういった努力も大事だ

と思います。観光客ですと、なかなかそういったところまで理解しようとしな

いかもしれませんが、そこは総務省がいろいろ啓蒙活動をやっていただいて努
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力いただきたいなというのが、私からの要望でございます。 

 あと１点、質問なんですけれども、そもそもこういった特例的恩恵というの

は相互主義といいますか、そういったものが原則ではないかと思いますので、

逆に日本のアウトバウンドの旅行者について、海外から互恵的に、こういった

特例が認められているような例があるのかどうか、こういった９０日ルールだ

とかというもので同じように利便性が確保されているのかというところ、互恵

主義、相互主義の観点からどうなのかという点についてお伺いしたいというふ

うに思います。 

○小倉基幹通信室長 ありがとうございます。まず、後半の他国にそういう我

が国と同様のルールがあるかというところは、我々もいろいろ調べさせていた

だいたんですけれども、米国のほうは、例えばいろんな展示会等で、そういう

無線機器端末で米国側の技適を得ていないものについて持ち込むことについて

は、特段そこは持ち込みが認められているということで特例がしかれていると

いう話は、調べているところでございますけれども、例えば中国ですとか、ア

ジア各国等で、そういったところの規定があるというものを、ちょっと今のと

ころ調べ切れてないかもしれませんけれども、我々のほうで認識をしていない

というところではあります。 

 今後もそういう特例があるのかどうかというのは、引き続き我々のほうでも

精査したいと思いますが、現時点では確認をできていないところでございます。 

 林委員もおっしゃっていただいたように、技適軽視というお話ではあります

が、我々もこの制度の見直しをする際に、改正当時の議論を見させていただい

たんですが、やはり本来であれば技適の申請自体が必要である制度であるとい

うふうに思います。技術基準は海外と国内で違うものですので、そういった技

適は本来取らなければいけないけれども、これはあくまで滞在中は時間がなく

そういった申請ができないので、一時的であれば認めるとしたところでありま
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す。特例の対象についても、先ほど申し上げたとおり、そういった影響のある

帯域などは対象にはしていないというところもございます。こういう制度があ

るということをインバウンドの方に周知するというのは、今現在国際空港等で

実施もしており、来年万博等もございますし、そういったところを含めまして、

周知の取組はしっかりしていこうと思います。 

○林委員 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。 

 最初の点ですけれども、こういう諮問を提示される以上、海外の同様の特例

制度がどうなっているのかというのは事前にお調べしていただいて、悉皆的に

ですね、お示しいただくということが、審議の充実に当たって非常に重要なこ

とではないかと思いますので、これは追って調査結果を御提示いただく形でも

いいので、審議の充実ということにも御協力いただければと思います。 

 以上です。 

○小倉基幹通信室長 かしこまりました。ありがとうございます。 

○笹瀬会長 ほかにございますか。 

○矢嶋委員 私からも同様の観点からのコメントになるんですけれども、今回

２ページ目で、海外持込み端末の特例の中で、観光目的等で一時的に我が国に

滞在する訪日観光客等とあるんですが、この「等」は具体的にほかに何を含ん

でいらっしゃいますか。ちょっといただきました手元の資料で、その定義がは

っきりしなかったのでお伺いしたいというのが、まず１点目です。 

 それから、２点目として、林委員からも御指摘ありましたけれども、国際的

な例外を定めるに当たってはやはり相互の保証とは重要と考えますので、その

点について配慮いただきたいと思います。また、質問させていただきましたこ

の定義に該当するように見せかけて、実は違う目的で入国されて、言葉を換え

ればいろいろ端末を使って何かのビジネスをするようなことというのも理論的

にはあり得ないわけではないので、それが例えば、通信事業者のコントロール
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下においてしっかりと把握でき、そしてそのような使用が認められた場合には、

どういうような措置をもってこれを違法として停止させることができるのかと

いうところについて、具体的な措置の内容を御教示いただければと思います。 

○小倉基幹通信室長 ありがとうございます。まず後段にいただいた、相互的

にしっかり対応しなければいけないというところについては、我々もそこはし

っかり今回御審議いただいた内容を踏まえて、先ほどの現状、各海外の状況も

含めて少し調べさせていただきたいと思いますし、アウトバウンドがそういう

ふうになり得る場合はどうすべきかというところはまた考えていきたいと思い

ます。措置という意味で言いますと、先ほども少し申し上げましたとおり、例

えば携帯電話もそうですし、無線機器でもそうですけれども、我が国の通信事

業者のコントロールの制御下にあるもの、例えば、ＳＩＭカードを入れ替えれ

ばそうですし、ローミングもそうなのかもしれませんけれども、通信事業者の

コントロールにあるということには、技術的には我が国事業者の管理下の中で

使用される形が、基本的な使用形態というふうに思われますので、そうでない

限り、基本的には国内では使用できないという形にはなると思います。 

 そうではないものがもし持ち込まれた場合はどうするかという形で言います

と、やはり電波法の一般規定でそこは我々がしっかり対処していかなければい

けないなと思います。この点は、基本的には影響が起きても軽微であるという

ことで設けられた特例ではあると思いますけれども、そこをしっかり、もしそ

ういう大きな影響が出てくるのであれば、そこは具体的な措置命令で対応した

りですとか、違反、罰則等で対応するということは、我々としてもしっかりし

ていきたいというふうに考えてございます。 

○矢嶋委員 そうすると、具体的に入国の日からＳＩＭを入れ替えて、９０日

を超えて使用している場合には、キャリアのほうで使用停止させるといった措

置というものも、これは考え得るということになるんでしょうか。９０日以内
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の使用というのは、基本的には多分把握できないことだと思っているので、ど

のようにそれを遵守させるのかという点についての質問になります。 

○皆川補佐 ＳＩＭカードの件については、特に期限を決めているわけではな

くて、基本的にキャリアの制御下において国内の基準に基づいて運用されます

ので、９０日というルールは特に定められていません。なので、海外から持ち

込まれた技適を取ってないスマートフォンは、ＳＩＭカードを取り替えること

によって日本の技術基準に基づいた電波を使用していることになります。 

 無線ＬＡＮの場合はちょっとそういう機能がないので、持込みの子局のみと

いう形にはなってしまいますが、それについては基本的には親局の制御下に置

いて、チャンネルも周波数も電力もコントロールされますので、子局であれば

アクセスポイント側からの制御でコントロールできるという形になるかなと思

います。 

○矢嶋委員 そうすると今の話ですと、入国９０日以内というルールの遵守は、

技術的に何かの措置を取るのではなく、滞在要件を定めるビザの管理によって、

遵守の確保を想定しているという理解でよろしいでしょうか。 

○小倉基幹通信室長 はい、おっしゃるとおりで、ビザの発給の最大期間が９

０日というふうに定まって、おそらく各国ともそういう形になっているかと思

います。その９０日を最大限に設けて、それ以内であれば基本的に訪日外国人

ということで、上限を当時から定めているところでございます。 

 「等」の内容でございますけど、例えば短期の在外研修生みたいな方とか、

短期で日本に入国される方とか、２か月程度の範囲内でそういう滞在し、大学

等で勉強されるという方であれば、この範囲内に含まれるのではないかという

ふうに考えてございます。 

○矢嶋委員 御説明ありがとうございます。 

○笹瀬会長 ほかによろしいでしょうか。 
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 それでは、この省令案に関しましては、諮問第２０号、諮問のとおり改正す

ることが適当であるということでの答申を行います。どうもありがとうござい

ました。 

 

（７）電波法施行規則等の一部を改正する省令案等（２.５ＧＨｚ帯電波ビーコ

ンの廃止に伴う制度整備） 

 

○笹瀬会長 続きまして、諮問第２１号「電波法施行規則等の一部を改正する

省令案等（２.５ＧＨｚ帯電波ビーコンの廃止に伴う制度整備）」につきまして、

影井新世代移動通信システム推進室長から御説明よろしくお願いいたします。 

○影井新世代移動通信システム推進室長 新世代移動通信システム推進室長の

影井でございます。諮問第２１号説明資料に基づいて御説明いたします。 

 ３ページの概要を御覧いただきながら、御説明できればと思います。ＶＩＣ

Ｓという、渋滞や交通規制などの道路交通情報を車両に提供し、カーナビに表

示させるシステムが現状ございます。これに関して用いられるメディアを中段

に書いておりますが、各地のＦＭ放送局から流れるＦＭ多重放送での情報提供、

それから高速道路における電波を通じた電波ビーコンでの情報提供、また一般

道における光ビーコンでの情報提供、この３つのメディアが使われております。 

 このうち電波ビーコンに関しては高速道路において、国交省道路局や道路管

理者が主体となって車両に情報提供するものですが、２.５ＧＨｚ帯の電波ビ

ーコンをもともと使っておりましたが、平成２３年にこれに代わる新しいサー

ビスとして５.８ＧＨｚ帯を使った情報提供サービスが開始されまして、約１

０年強の移行期間を経て、令和４年の３月に、２.５ＧＨｚ帯を使った情報提供

は全国的にサービスを終了するという形になりました。 

 この移行を経て、路側、車側とも全て、このサービスのある種上位互換にな
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ります５.８ＧＨｚ帯の情報提供に置き換えられており、高速道路上のシステ

ムも全て新しいシステムに切り替わっております。これに関して、資料の１枚

目に戻っていただきまして、電波法関係省令等に古い規定が残っておりました

状況も踏まえまして、今般、電波法施行規則や無線設備規則等の省令等の規定

の中から、２．５ＧＨｚ帯を用いる電波ビーコンのサービス、具体的には「道

路交通情報通信を行う無線局」といった規定を一律削除し、関連規定を整備す

るといったものでございます。 

 この改正案につきましては、資料２ページに書いておりますが、１０月に意

見募集を行いまして、１件の御意見をいただきました。御意見の内容は資料５

ページに記載しておりますが、減税、賃上げ関係ということで、特にこの省令

改正と関係のない内容でございました。 

 本件御答申をいただきましたら、速やかに改正予定としておりまして、本年

１２月に公布・施行を、予定しているという状況でございます。 

 簡単ですが、改正内容は以上でございます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。御質問、御意見ございますか。 

 これは既に使ってない周波数におけるサービスを、形式上削除するというこ

とですね。 

○影井新世代移動通信システム推進室長 さようでございます。 

○笹瀬会長 特に問題ないですね。では、どうもありがとうございました。 

○影井新世代移動通信システム推進室長 ありがとうございました。 

○笹瀬会長 それでは、この諮問第２１号に関しましては、諮問のとおり改正

することが適当であるという旨の答申を行います。どうもありがとうございま

した。 
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（８）無線設備規則の一部を改正する省令案等（吸収電力密度の許容値の導入

等） 

 

○笹瀬会長 それでは、続きまして、諮問第２２号「無線設備規則の一部を改

正する省令案等（吸収電力密度の許容値の導入等）」につきまして、武藤電波環

境課長から御説明よろしくお願いします。 

○武藤電波環境課長 電波環境課、武藤から御説明いたします。 

 諮問第２２号「無線設備規則の一部を改正する省令案等（吸収電力密度の許

容値の導入等）」につきまして、１の諮問の概要ですけれども、詳細はまた後で

御説明いたしますけれども、総務省におきましては、人体に影響を及ぼさない

電波の強さの指針値等につきまして、電波防護指針として定めておりまして、

それに基づき、法令等で規制をしてございます。今般、国際ガイドライン等を

踏まえまして、電波防護指針におきまして、吸収電力密度という新たな評価手

法に基づく指針値の導入について、情報通信審議会での議論を経まして、本年

４月に答申されたことを受けまして、法令において制度整備を行うため、無線

設備規則等の一部を改正するものでございます。 

 ２の改正概要につきましては、必要的諮問事項につきましては太字のゴシッ

ク体にありますように、吸収電力密度の許容値等を新たに無線設備規則第１４

条の２に規定するものでございます。関連しまして、試験項目等につきまして、

証明規則のほうで改正をいたします。 

 おめくりください。施行期日ですけれども、答申をいただきました場合には

速やかに改正の上、公布日に施行予定としてございます。 

 ４の意見募集ですけれども、９月２６日から１０月２５日まで行いまして、

計７件の意見の提出がございました。 

 おめくりください。ページの３でございます。総務省におきましては、人体
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に影響を及ぼさない電波の強さの指針値等を電波防護指針で定めており、携帯

電話端末等の人体に近接して使われる無線機器につきましては、下の真ん中の

図にありますとおり、１００ｋＨｚから６ＧＨｚまでは比吸収率（ＳＡＲ）と

いうもので、６ＧＨｚから３００ＧＨｚまでは入射電力密度という評価方法の

指針値が設定されてございました。 

 前回、平成３０年の入射電力密度の指針値の導入後におきまして改定されま

した国際ガイドラインでは、６ＧＨｚ超におきまして、アンテナの近傍で、よ

り精密に体表面の温度上昇を評価できる吸収電力密度を用いた評価が推奨され

たところでございます。これを受けまして、国際ガイドラインとの整合を図る

ため、６ＧＨｚ超における吸収電力密度の指針値及び測定方法等の導入につき

まして、情報通信審議会のほうで御審議の上、答申を受けましたため、今般、

無線設備規則等を改正し、具体的な制度整備を図るものでございます。 

 主な改正内容につきましては、ポンチ絵の一番下にありますように、無線設

備規則の人体に暴露される電波の許容値の規定に、新たに吸収電力密度の許容

値、２ｍＷ／ｃｍ２等を規定するものでございます。なお、従来の入射電力密度

における測定におきましても、引き続き利用可能となってございます。 

 おめくりいただきまして、パブコメでございますけれども、先ほど申し上げ

ましたように、９月２６日から１０月２５日まで実施したところ、７件の意見

がございました。適切と思われるものにつきましては修正してございます。具

体的には、左側１３番というナンバーのところを修正しております。 

 私から、駆け足で恐縮ですが、以上でございます。どうか御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、御質問、御意見ござ

いますでしょうか。 

 私から１点だけ。３ページを見ると、周波数によってＳＡＲで測ったり、入



-36- 

射電力密度で測ったりするわけですけれども、今回導入した６ＧＨｚから１２

ＧＨｚということで測った場合に関して、従来測っていた入射電力密度よりも

厳しい評価になるという理解でよろしいですか。つまり、同じような電波とい

った場合に、過去のルールに比べてより厳しいルールになるのか、あんまり変

わらないのか。 

○武藤電波環境課長 数字だけで申し上げますと、入射電力密度におきまして

も吸収電力におきましても２ｍＷ／ｃｍ２になっておりまして、入射電力密度

につきましては、従来、反射する部分も含めての数字になっておりまして、今

回それにつきまして、吸収電力密度のほうがより適切にアンテナ近傍で測れる

ということなんですけれども、エネルギーの厳しさだけで言うと入射電力密度

のほうがより厳しい評価手法になっております。ただ、どちらにおきましても、

国際ガイドラインのほうで十分な安全性が評価されているといった数字になっ

てございます。 

○笹瀬会長 そうすると、実用的にはあまり大きな問題がないという、先ほど

あった無線ＬＡＮもだんだん高くなってきていますよね。携帯はこの周波数は

あんまり使ってないんですけれども、そういう意味で無線ＬＡＮを使うような、

つまりノートパソコンにぴったり体をつけてやるような、最近学生なんかいっ

ぱいいるんですけれども、寝ながらタイプを打っている学生いるんですね。そ

ういう場合に関しては問題が起こるというか、そういうことを前提としている

と。６ＧＨｚとか１０ＧＨｚを特に使う、体のそばで使うようなニーズという

のはほかにあるんでしょうか。 

○水井補佐 電波環境課でございます。 

 ６ＧＨｚから１０ＧＨｚは、会長のおっしゃるとおり、携帯電話では使用さ

れていませんが、一部の無線ＬＡＮやＵＷＢ無線システムが含まれています。 

○笹瀬会長 そうすると現状では、無線ＬＡＮぐらいが多分に大きな問題、基
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本的に体に近いところで使う、そういうものだと。 

○水井補佐 新しいタイプの無線ＬＡＮのシステムが６ＧＨｚ超の帯域に一部

あります。 

○笹瀬会長 分かりました。 

 ほかによろしいでしょうか。よろしいですか。それでは、この諮問第２２号

に関しましても、諮問のとおり改正することが適当であるという旨の答申を行

います。どうもありがとうございました。 

 以上で、諮問の件は全て終わりです。 

 それでは、次に、有効利用評価部会の報告に入りますので、出席されない職

員の方、申し訳ございませんが御退室よろしくお願いします。 

 

（総合通信基盤局職員（一部）退室） 

 

報告事項 

 

有効利用評価部会の活動状況 

 

○笹瀬会長 それでは、議事を再開いたします。報告事項１件、有効利用評価

部会の活動状況につきまして、林部会長から御説明よろしくお願いいたします。 

○林委員 有効利用評価部会部会長の林でございます。それでは、お手元の報

告資料に基づきまして、部会の活動状況を御報告申し上げます。 

 部会につきましては、１０月期の電波監理審議会以降、第３６回と第３７回

の２回の部会を開催いたしました。いずれも免許人ヒアリングを実施いたしま

して、第３６回においてはソフトバンク株式会社及びWireless City Planning

株式会社、第３７回においては株式会社ＮＴＴドコモ及び楽天モバイル株式会
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社に対しましてヒアリングを行っております。 

 今後の当面の予定でございますが、今週２９日金曜日に開催予定の部会にお

いて、ＫＤＤＩ株式会社と沖縄セルラー電話株式会社及びＵＱコミュニケーシ

ョンズ株式会社のヒアリングを実施した上で、評価案に係る議論を行う予定で

ございます。 

 部会からの報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。何か御質問、御意見ございます

でしょうか。よろしいでしょうか。 

 これに関しては対面で、かつ専門委員の方がかなりしっかり、皆さんも含め

て準備していただいて非常に深い議論をしておりまして、そういう意味では非

常に有効利用評価が適切にできていると思います。ということで、林部会長、

これからもよろしくどうぞお願いいたします。 

○林委員 気を引き締めて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 

○笹瀬会長 これに関しては今、議事録等に関してはヒアリングの最中ですの

で、全て非公開ということで、終わってから公開するという状況です。 

 以上です。 

 それでは、議題は以上ですけれども、何か追加の御質問とか御意見、報告事

項は以上ですけれども、よろしいでしょうか。 

 それでは、本日の議事に関しては、諮問事項が８件と報告事項１件というこ

とで、全て終了いたしました。 

 答申に関しましては、所定の手続を踏んでいただいて、事務局から総務大臣

宛てに御提出ください。 
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閉    会 

 

○笹瀬会長 次回の定例の会議は、令和６年の１２月１３日金曜日、午前１０

時から、ウェブ開催と予定しております。よろしいでしょうか。 

 それでは、本日の審議会はこれにて閉会といたします。どうもありがとうご

ざいました。 

 


